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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、カラス類（ハシブト

ガラス、ハシボソガラス）、カルガモ、サギ類（アオサギ、

ダイサギ、ゴイサギ）、カワウ、ニホンザル、ニホンジカ、

ツキノワグマ 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 那珂川町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害面積（ａ） 被害金額（千円） 

イノシシ 

 

ハクビシン 

 

カラス類 

稲、野菜類 

 

 

 

野菜類 

 

１１０ 

 

０ 

 

５ 

 

１， ４４０ 

 

 ０ 

 

２９ 

 

 

（２）被害の傾向 

イノシシについては、町内のほぼ全域に生息しており、年間を通して被害

が発生している。農作物被害の他、田畑の法面の掘り起こし等深刻な被害

をもたらしている。 

 

ハクビシンについては、町内全域に生息し、家屋侵入も発生している。 

 

アライグマについては、近年目撃情報が増加しており、今後農作物被害が

発生する懸念がある。 

 

カラス類、カルガモ及びサギ類は町内の全域に生息しており、稲の播種期

から定植期にかけて被害が多い。 

 

カワウについては、天然の鮎や放流した稚魚などの川魚の捕食被害が発生

している。 

 

ニホンザルについては、群れから離れた個体による人身被害や生活被害が

懸念される。 

 

ニホンジカについては、町内での被害や目撃は確認されていないが、八溝

山系へ生息域が拡大していることから、侵入、定着が懸念される。 



 

ツキノワグマについては、町内での被害や目撃は確認されていないが、近

隣市町では出没・捕獲した事例があり、出没の際は人身被害や生活被害が

懸念される。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度） 

 被害面積 

（ａ） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ａ） 

被害金額 

（千円） 

イノシシ １１０ １，４４０ １００ １，２９６ 

ハクビシン ０ ０ ０ ０ 

アライグマ ０ ０ ０ ０ 

カラス類 ５ ２９ ０ ０ 

合計 １１５ １，４６９ １００ １，２９６ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

 

 

イノシシ、ハクビシン、アライ

グマは、那珂川町鳥獣被害対策

実施隊による有害捕獲を町内

全域において通年で実施。 

 

ハクビシン、アライグマについ

ては、一般の被害者に対し箱罠

の貸し出しを実施し捕獲を促

進。 

 

カラス類、カルガモ、サギ類は

稲の定植期に有害捕獲を実施。 

 

漁業協同組合が交付するカワ

ウ捕獲報奨金に対し、町で上乗

せを実施。 

狩猟免許取得等補助金を交付。 

 

町内の捕獲従事者（資格取得

者）の高齢化が進んでいるた

め、捕獲の担い手確保や育成の

支援を継続して行う必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

電気柵を設置する農家（個人）

へ補助金制度として獣害防止

電気柵導入支援事業を実施。 

 

補助金を利用し個人での設置は

進んでいるが、集落ぐるみの取り

組みはまだ少なく面的な整備は

進んでいない。 



組  

生息環

境管理 

とちぎの元気な森づくり里山

林整備事業による緩衝帯の整

備・管理を実施。 

里山林未整備地域への有害鳥獣

の侵入が懸念される。 

 

（５）今後の取組方針 

地域、行政、農林水産業団体、猟友会が連携しながら、那珂川町鳥獣被害対

策実施隊により対策にあたる。引き続き捕獲の担い手の確保のための支援

をするとともに、育成を促進する。 

防護柵の設置をさらに推進し、獣害対策の研修会を開催するなどして鳥獣

被害者自らが対策を行えるよう支援していく。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

イノシシについては、町内全域で那珂川町鳥獣被害対策実施隊による有害

捕獲を実施していく。 

 

ハクビシン・アライグマについては、上記の捕獲に加え、農作物被害や住宅

侵入被害の発生した農家等から申請があった場合には捕獲許可を行ってい

る。希望者には町所有の小型箱罠を無償で貸し出し、捕獲の支援を実施し

ている。 

 

カラス類・カルガモ・サギ類については、猟友会南那須支部馬頭分会・小川

分会に一斉捕獲を委託している。 

 

カワウについては、栃木県、漁業協同組合と連携し、栃木県の管理指針に基

づき生息数に応じた管理を基本としていく。 

 

ニホンザルについては、稀に群れから離れた個体が町内に出没している。

人身被害や生活被害が懸念されるため、那珂川町鳥獣被害対策実施隊をは

じめ、関係機関で情報を共有・連携して追い払いを基本とするが、場合によ

っては駆除・捕獲を実施する。 

 

ニホンジカについては、町内での被害や目撃は確認されていないが、八溝

山系へ生息域が拡大していることから、出没が確認された場合は捕獲等を

行い、その定着を防止する。 

 

ツキノワグマについては、町内での目撃事例はないが近隣市町では出没、

捕獲した事例がある。出没の際は人身被害や生活被害が懸念されるため、

那珂川町鳥獣被害対策実施隊をはじめ、関係機関で情報を共有・連携して



追い払いを基本とするが、場合によっては駆除・捕獲を実施する。 

 

なお、上記の捕獲行為が、希少猛禽類その他の野生生物の生息に支障を及

ぼさないように配慮する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度  

イノシシ 

捕獲機材の購入 

獣害対策研修会の開催 

狩猟免許取得等補助金 

町有害鳥獣補助金に国、県補助金を上乗せして支

払い 

令和９年度 

令和１０年

度 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

イノシシは、捕獲数が豚熱発生時の令和３年度と比較すると年々増加傾向

にある。令和６年度の捕獲実績が２８８頭と約３００頭であり、頭数の増

加により農作物被害も増えると考え、年５０頭増の捕獲を計画する。 

 

ハクビシンによる住宅侵入被害は通年で発生している。また農作物被害も

増える可能性もあり、今後の被害拡大を防ぐため、一定数の捕獲を検討す

る。なお、近年アライグマが農作物被害を起こしている可能性もあるため、

捕獲許可は引き続き併せて発出する。 

 

カラス類の捕獲実績数は横ばい傾向だが、農林水産物に加え住宅区域への

被害も懸念されることからこれまでの実績を踏まえ、一定数の捕獲を計画

する。 

 

カルガモの捕獲実績数はほぼ横ばいであるため、町内の生息数も横ばいで

あると考えられる。よってカルガモは、これまでの実績を踏まえ一定数の

捕獲を計画する。 

 

サギ類による農作物被害が報告されるようになり、被害が拡大する前に防

除対策を講じる必要があるため、一定数の捕獲を計画する。 

 

カワウについては、今後も水産物被害が発生する恐れがあり、被害が発生

する前に防除対策を講じる必要があるため、一定数の捕獲を計画す 

る。ただし、栃木県カワウ管理指針による捕獲数を超えないものとする。 

 

ニホンザルについては、ハナレザルが稀に確認されるため、５頭とした。 



 

ニホンジカについては、八溝山系への生息域の拡大が懸念されていること

から５頭とした。 

 

ツキノワグマについては、近隣市町で出没が相次いでいるが、町内で目撃

情報がないため０頭とする。 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

  令和８年度   令和９年度  令和１０年度 

イノシシ ３００頭 ３５０頭 ４００頭 

ハクビシン ５０頭 ５０頭 ５０頭 

アライグマ １０頭 １０頭 １０頭 

カラス類 １５０羽 １５０羽 １５０羽 

カルガモ １００羽 １００羽 １００羽 

サギ類 １５０羽 １５０羽 １５０羽 

ニホンザル ５頭 ５頭 ５頭 

ニホンジカ ５頭 ５頭 ５頭 

ツキノワグマ ０頭 ０頭 ０頭 

 

 捕獲等の取組内容 

イノシシ、ハクビシン、アライグマについては、町内全域を対象に那珂川町

鳥獣被害対策実施隊による銃器及び罠の有害捕獲を通年で実施する。 

 

ハクビシン、アライグマについては、被害を受けている者が必要に応じて、

自己所有もしくは町所有の無償貸し出しの小型箱罠を用いて捕獲を行う。 

 

カラス類、カルガモ、サギ類については、町内全域を対象に一斉捕獲実施期

間及び区域を考慮しながら適切な方法により捕獲する。 

 

ニホンジカについては、町内での被害や目撃は確認されていないが、八溝山

系への生息域の拡大していることから、出没が確認された場合は那珂川町鳥

獣被害対策実施隊による捕獲等を行う。 

 

ニホンザル、ツキノワグマについては、住宅地への侵入を防ぐため追い払い

対策を基本とするが、人身被害等が懸念される場合は、栃木県、那珂川警察

署、猟友会等関係機関に協力を仰ぎ、那珂川町鳥獣被害対策実施隊により、

適切な方法による捕獲、駆除を行う。 

 



カワウについては、関係機関と十分に連携を図って対応を行っていく。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

イノシシ等中大型獣の捕獲の際に、安全かつ速やかに止め刺しを行うためラ

イフル銃を使用する必要がある。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

那珂川町全域 許可権限移譲済み 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

年度 対象鳥獣 整備内容 

令和８年度  

イノシシ 

農業者に那珂川町農作物等鳥獣被害防止対策事業

を活用していただき電気柵の設置を促進する。 令和９年度 

令和１０年

度 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度 

イノシシ 

とちぎの元気な森づくり里山林整備事業による緩

衝帯の整備、管理 

町単独事業による、獣害防止電気柵設置の推進 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊による被害防除指導

・助言 

令和９年度 

令和１０年

度 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

那珂川警察署 住民の安全確保、指導、被害情報収集 

猟友会南那須支部馬頭分会 鳥獣の捕獲・駆除 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊への支

援協力 

猟友会南那須支部小川分会 鳥獣の捕獲・駆除 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊への支

援協力 

塩谷南那須農業振興事務所 鳥獣被害防止に関する助言、指導、情

報提供 



県北環境森林事務所 鳥獣被害防止に関する助言、指導、情

報提供 

那珂川町 被害情報収集 

鳥獣被害防止に関する助言、指導、情

報提供  

関係機関との連絡、調整 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊 被害確認、捕獲実施及び個体の処理、

市民への被害防除対策指導 
 

 

 

 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

現在豚熱感染拡大のため那珂川町イノシシ肉加工施設において当町含む八溝

山系市町の捕獲イノシシの搬入受け入れは実施していない。 

豚熱が収束し受入れが再開となった際は、栃木県のジビエ利用の手引きに従っ

て、那珂川町イノシシ肉加工施設条例施行規則に定められた条件を満たした個

体を那珂川町イノシシ肉加工施設へ搬入することとする。同施設へ搬入されな

 

 

（２）緊急時の連絡体 制   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

被害発生   

那珂川町   那珂川警察署   

南 那須地区広域行政事務組合   

那珂川消防署   

塩谷南那須農業振興事務所   

県北環境森林事務所   

各幼稚園・保育園・小学校   

中学校・高等学校   

那珂川町鳥獣被害対策実施隊 

猟友会南那須支部 

馬頭分会・小川分会 

 

  

  

被害情報の連絡   

情報の共有   

対処依頼   



い個体については、自家消費を自粛するとともに、生態系に影響を与えない適

切な方法で埋設処分する。 

ハクビシン・鳥類は、捕獲者が殺処分した後、生態系に影響を与えない適切な

方法で焼却、埋設処分する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 那珂川町イノシシ肉加工施設が再開した場合は、栃木

県と連携し、全頭放射能検査を行い、基準値を下回っ

た個体のみ食用に加工し出荷販売する。また、搬入さ

れた個体は食品衛生法に基づき処理を行う。 

（２）処理加工施設の取組 

那珂川町イノシシ肉加工施設へ搬入されたイノシシは、栃木県のジビエ利用

の手引きに従い、豚熱の検査を行う。また栃木県と連携し全頭放射能検査を

行い、どちらの基準も満たした個体を食用に加工し出荷販売する。また、搬

入された個体は食品衛生法及び同法施行条例に基づき処理を行う。 

 
 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

那珂川町鳥獣害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

中山間直接支払制度推進協議会 農林業作物被害の情報提供 

和見村おこし協議会 農林業作物被害の情報提供 

栃木県農業共済組合 那須南支所 農作物被害及び対策の情報提供 

猟友会南那須支部 馬頭分会 捕獲等の実施 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊への支援

協力 

猟友会南那須支部 小川分会 捕獲等の実施 

那珂川町鳥獣被害対策実施隊への支援

協力 

那須南森林組合 林業被害の情報提供 

塩谷南那須農業振興事務所 被害対策の指導及び情報提供 

県北環境森林事務所 被害対策の指導及び情報提供 

那珂川町 事務局及び協議会の運営 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

県北地域鳥獣被害対策連絡会議 県北地域の鳥獣被害対策の情報交換、広域



的な被害対策 

茨城栃木鳥獣被害広域対策協議会 茨城・栃木両県の鳥獣被害対策の情報交換、

広域的な被害対策 

県東二ホンジカ対策協議会 県東地域における二ホンジカの出現情報、

生息域拡大防止、広域的な被害対策 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

令和７年４月発足 

構成職員は町職員と猟友会会員 

活動内容（現地確認、被害調査、被害対策指導、被害地区の定期的な巡回、鳥獣

追払い、緊急時の出動、有害捕獲） 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

イノシシについては、町内で豚熱に感染した個体が確認されていることか

ら、捕獲で使用した靴、衣類、道具、車両等の消毒を行う。また、捕獲し

たイノシシを現場に埋却せず搬出する場合、血液等が漏出しないようビニ

ールで密閉する等の防疫措置を講じながら捕獲を強化する。 

 

 


